
亀 山 市 告 示 第 １ １ ２ 号  

 亀 山 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 経 営 向 上 サ ポ ー ト 事 業 補 助

金 交 付 要 綱 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ６ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 経 営 向 上 サ ポ ー ト 事 業

補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 告 示 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 発 生 に 伴 う 環 境

の 変 化 に 起 因 し て 、 業 況 が 悪 化 し 、 経 営 の 維 持 向 上 に 支 障 を 来 し

て い る 中 小 企 業 ・ 小 規 模 企 業 に 対 し 、 補 助 金 を 交 付 す る こ と に よ

り 、 販 路 開 拓 や 生 産 性 向 上 な ど を 目 指 し て 策 定 し た 経 営 向 上 計 画

の 実 現 に 向 け た 取 組 を 支 援 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 告 示 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ） 中 小 企 業 ・ 小 規 模 企 業  三 重 県 中 小 企 業 ・ 小 規 模 企 業 振 興 条

例 （ 平 成 ２ ６ 年 三 重 県 条 例 第 ５ 号 。 以 下 「 県 条 例 」 と い う 。 ）

第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 中 小 企 業 ・ 小 規 模 企 業 を い う 。  

（ ２ ） 経 営 向 上 計 画  県 条 例 第 １ ６ 条 の 規 定 に よ り 認 定 を 受 け た 三

重 県 版 経 営 向 上 計 画 を い う 。  

（ 補 助 金 の 名 称 ）  

第 ３ 条  こ の 告 示 に よ り 交 付 す る 補 助 金 の 名 称 は 、 亀 山 市 新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 経 営 向 上 サ ポ ー ト 事 業 補 助 金 （ 以 下 「 補 助

金 」 と い う 。 ） と い う 。  

（ 補 助 金 の 交 付 対 象 者 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者 は 、 市 内 に 主 た る 事 務 所 又 は

営 業 所 （ 以 下 「 事 務 所 等 」 と い う 。 ） を 有 し 、 経 営 向 上 計 画 の ス

テ ッ プ ２ 又 は ス テ ッ プ ３ の 認 定 を 受 け て い る 中 小 企 業 ・ 小 規 模 企



業 で 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 に よ り 令 和 ２ 年 ２ 月 以 降

に お け る 最 近 １ 月 間 の 売 上 高 等 が 前 年 同 期 比 で １ ５ ％ 以 上 減 少 し

て お り 、 か つ 、 そ の 後 ２ 月 間 を 含 む ３ 月 間 の 売 上 高 等 が 前 年 同 期

比 で １ ５ ％ 以 上 の 減 少 が 見 込 ま れ る も の と す る 。  

（ 補 助 対 象 経 費 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費 （ 以 下 「 補 助 対 象 経 費 」 と

い う 。 ） は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す 事 業 を 行 う た め に 必

要 な 別 表 に 掲 げ る 経 費 で 、 市 長 が 必 要 か つ 適 当 と 認 め る も の と す

る 。  

（ １ ） 経 営 の 向 上 を 図 る た め に 販 路 拡 大 や 生 産 性 の 向 上 な ど に 向 け

て 取 り 組 む 事 業 で あ る こ と 。  

（ ２ ） 国 、 三 重 県 又 は 三 重 県 が 出 資 （ 出 え ん ） し た 団 体 そ の 他 の 団

体 の 補 助 金 の 交 付 を 受 け な い 事 業 で あ る こ と 。  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 額 は 、 補 助 対 象 経 費 の ４ 分 の ３ に 相 当 す る 額 （ 当

該 額 に １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て

る 。 ） と す る 。 た だ し 、 そ の 額 が ３ ０ 万 円 を 超 え る と き は 、 ３ ０

万 円 と す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ７ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い

う 。 ） は 、 令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ６ 日 ま で に 、 亀 山 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル

ス 感 染 症 対 策 経 営 向 上 サ ポ ー ト 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １

号 。 以 下 「 交 付 申 請 書 」 と い う 。 ） に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を

添 え て 市 長 に 提 出 し な れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 事 業 計 画 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

（ ２ ） 収 支 計 画 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）  

（ ３ ） 売 上 高 等 が １ ５ ％ 以 上 減 少 し て い る こ と の 確 認 書 （ 様 式 第 ４

号 ） （ 補 助 金 の 交 付 申 請 日 前 １ 月 以 内 に 商 工 団 体 の 確 認 を 得 た

も の に 限 る 。 ）  

（ ４ ） 直 近 １ 期 分 の 財 務 諸 表 の 写 し  

（ ５ ） 法 人 に あ っ て は 、 定 款 又 は 登 記 簿 謄 本 （ 補 助 金 の 交 付 申 請 の



日 前 ６ 月 以 内 に 発 行 さ れ た も の に 限 る 。 ） の 写 し  

（ ６ ） 個 人 に あ っ て は 、 住 民 票 抄 本 （ 補 助 金 の 交 付 申 請 の 日 前 ６ 月

以 内 に 発 行 さ れ た も の に 限 る 。 ） の 写 し  

（ ７ ） そ の 他 市 長 が 必 要 と す る 書 類  

（ 補 助 金 の 交 付 決 定 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 交 付 申 請 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 は 、 そ の 内 容 を 審

査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 補 助 金 の 交 付 を 決 定 し 、 亀 山 市 新 型

コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 経 営 向 上 サ ポ ー ト 事 業 補 助 金 交 付 決 定

通 知 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 交 付 申 請 の 取 下 げ ）  

第 ９ 条  申 請 者 は 、 亀 山 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 規

則 第 ３ ２ 号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る ほ か 、 国 、 三 重 県 又 は 三

重 県 が 出 資 （ 出 え ん ） し た 団 体 そ の 他 団 体 の 補 助 金 の 交 付 を 受 け

よ う と す る と き そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る と き は 、 令 和 ３ 年 ３ 月

３ １ 日 ま で に 、 前 条 の 規 定 に よ り 決 定 を 受 け た 補 助 金 に 係 る 交 付

申 請 を 取 り 下 げ る こ と が で き る 。  

２  補 助 金 の 交 付 申 請 の 取 下 げ が あ っ た と き は 、 当 該 申 請 に 係 る 補

助 金 の 交 付 の 決 定 は な か っ た も の と み な す 。  

（ 補 助 事 業 の 変 更 ）  

第 １ ０ 条  補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 補 助 事 業 者 」 と

い う 。 ） は 、 当 該 補 助 金 の 交 付 に 係 る 事 業 （ 以 下 「 補 助 事 業 」 と

い う 。 ） の 内 容 又 は 経 費 の 配 分 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 あ ら

か じ め 、 亀 山 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 経 営 向 上 サ ポ ー ト

事 業 補 助 金 変 更 申 請 書 （ 様 式 第 ６ 号 。 以 下 「 変 更 申 請 書 」 と い

う 。 ） に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し 、 そ の 承 認

を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 項 に 定 め る 軽 微 な 変 更 の 場

合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ １ ） 事 業 変 更 計 画 書 （ 様 式 第 ７ 号 ）  

（ ２ ） 収 支 変 更 計 画 書 （ 様 式 第 ８ 号 ）  

（ ３ ） そ の 他 市 長 が 必 要 と す る 書 類  

２  前 項 の 規 定 に お け る 軽 微 な 変 更 と は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 変 更 以



外 の 変 更 を い う 。  

（ １ ） 補 助 事 業 の 内 容 の 著 し い 変 更  

（ ２ ） 補 助 金 の 額 （ 合 計 額 ） の 変 更  

３  市 長 は 、 第 １ 項 の 承 認 に 当 た っ て 、 必 要 な 条 件 を 付 し て 承 認 す

る こ と が で き る 。  

４  市 長 は 、 第 １ 項 の 承 認 を 行 っ た 場 合 は 、 亀 山 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ

ル ス 感 染 症 対 策 経 営 向 上 サ ポ ー ト 事 業 補 助 金 変 更 承 認 通 知 書 （ 様

式 第 ９ 号 ） に よ り 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 補 助 事 業 の 中 止 又 は 廃 止 ）  

第 １ １ 条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 を 中 止 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す

る と き は 、 あ ら か じ め 、 亀 山 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 経

営 向 上 サ ポ ー ト 事 業 補 助 金 交 付 事 業 中 止 （ 廃 止 ） 申 出 書 （ 様 式 第

１ ０ 号 ） を 市 長 に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 補 助 事 業 の 遅 延 等 の 報 告 ）  

第 １ ２ 条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 が 予 定 の 期 間 内 に 完 了 す る こ と

が で き な い と 見 込 ま れ る と き 又 は 補 助 事 業 の 遂 行 が 困 難 に な っ た

と き は 、 速 や か に 、 亀 山 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 経 営 向

上 サ ポ ー ト 事 業 補 助 金 交 付 事 業 遅 延 等 報 告 書 （ 第 １ １ 号 様 式 ） を

市 長 に 提 出 し 、 そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 １ ３ 条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 が 完 了 し た と き （ 第 １ １ 条 の 規

定 に よ り 補 助 事 業 の 中 止 又 は 廃 止 の 承 認 を 受 け た と き を 含 む 。 ）

は 、 補 助 事 業 が 完 了 し た 日 （ 補 助 事 業 の 中 止 又 は 廃 止 の 承 認 を 受

け た と き は 、 補 助 事 業 を 中 止 し 、 又 は 廃 止 し た 日 ） を 起 算 日 と し

て ２ ０ 日 を 経 過 す る 日 又 は 令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 の い ず れ か 早 い 日

ま で に 、 亀 山 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 経 営 向 上 サ ポ ー ト

事 業 補 助 金 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 １ ２ 号 ） に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類

を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 事 業 実 績 書 （ 様 式 第 １ ３ 号 ）  

（ ２ ） 収 支 精 算 書 （ 様 式 第 １ ４ 号 ）  

（ ３ ） 取 得 財 産 等 管 理 台 帳 （ 様 式 第 １ ５ 号 ） の 写 し  



（ ４ ） そ の 他 市 長 が 必 要 と す る 書 類  

（ そ の 他 ）  

第 １ ４ 条  こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 に つ い て は 、

市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ２ 年 度 分 の 補 助 金 の 交

付 か ら 適 用 す る 。  

 （ 失 効 ）  

２  こ の 告 示 は 、 令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。  

別 表 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

補 助 対 象 経 費  

備 考  次 に 掲 げ る 経 費 は 、 補 助 対 象 経 費 と し な い 。  

（ １ ） 支 出 証 拠 書 類 に よ り 支 払 っ た こ と を 明 確 に 示 す こ と が で き

な い 経 費  

（ ２ ） 補 助 事 業 に 直 接 関 わ ら な い 経 費  

（ ３ ） 汎 用 性 が 高 く そ の 使 用 が 補 助 事 業 の 遂 行 に 限 定 さ れ な い も

の （ 消 耗 品 、 自 動 車 等 ） の 購 入 に 係 る 経 費  

（ ４ ） 換 金 性 が 高 い も の （ 切 手 等 ） の 購 入 に 係 る 経 費  

（ ５ ） ソ フ ト ウ ェ ア の 更 新 等 に 係 る 経 費  

（ ６ ） 公 金 の 使 途 と し て 社 会 通 念 上 適 切 で な い 経 費  

対 象 経 費  内 容  
広 報 費  
 

パ ン フ レ ッ ト 、 ポ ス タ ー 、 チ ラ シ 、 ホ ー ム ペ ー

ジ 等 の 作 成 及 び 広 報 媒 体 等 の 活 用 の た め に 支 払

わ れ る 経 費 。  
開 発 費  新 商 品 及 び パ ッ ケ ー ジ の 試 作 及 び 開 発 に 伴 う 原

材 料 費 等 の 購 入 並 び に 設 計 、 デ ザ イ ン 、 製 造 、

改 良 及 び 加 工 の た め に 支 払 わ れ る 経 費 。  
機 械 装 置 等 購

入 費  
生 産 及 び 販 売 の 拡 大 並 び に 新 た な サ ー ビ ス 提 供

に 必 要 な 鍋 、 オ ー ブ ン 、 冷 凍 冷 蔵 庫 等 の 購 入 の

た め に 支 払 わ れ る 経 費 。  
そ の 他 の 経 費  そ の 他 生 産 性 の 向 上 等 の た め に 市 長 が 特 に 必 要

と 認 め た 経 費  



様式第１号（第７条関係） 
 

亀山市新型コロナウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金交付申請書 
 

  年  月  日 
 
亀山市長 様 

 
住 所 
名 称 
代表者職氏名           印 

 
 亀山市新型コロナウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金の交付を受けたいの

で、亀山市新型コロナウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金交付要綱第７条の

規定により、次のとおり申請します。 
 
１ 補助事業のテーマ 
 
 
 
２ 申請する補助金の額 

金       円 
 
３ 三重県版経営向上計画認定状況 

認定年月日       年  月  日 
認定番号     認定第   －   号 

   ステップ区分 
 
４ 関係書類 
（１）事業計画書（様式第２号） 
（２）収支計画書（様式第３号） 
（３）売上高等が15％以上減少していることの確認書（様式第４号）（申請日前１月以内

に商工団体の確認を得たもの） 
（４）直近１期分の財務諸表の写し 
（５）法人にあっては、定款又は登記簿謄本（申請日前６月以内の発行のもの）の写し 
（６）個人にあっては、住民票抄本（申請日前６月以内の発行のもの）の写し 
 
５ 連絡先   

所属名称  

担当者職氏名  

電話番号  ＦＡＸ番号  

メールアドレス  
 
 
 

 

 

 

同意書 
私は、亀山市新型コロナウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金交付要綱第５条の規定

により、市職員が国、三重県又は三重県が出資（出えん）した団体その他団体に対し、調査するこ

とについて同意します。 
                         申請者             印 
                            （生年月日         ） 



様式第２号（第７条関係） 
 

事 業 計 画 書 
 

事業実施主体  

補助事業のテーマ  

現状の課題 
（新型コロナウイルス

感染症による影響を

含め記載） 

 

事業内容 
（取り組む内容を具体

的に記載） 
 

生産性の向上、高付加価

値化の観点から期待さ

れる効果と事業目標 
 

補助事業の実施期間 
開始予定日 交付決定日 
        ～完了予定日     年  月  日 

実施スケジュール 

（令和３月３１日までに実

績報告をする必要がありま

すので、工事等の完成は、そ

れ以前になるよう計画して

ください。） 

 

備考 
１ 記入欄は、適宜拡張してください。 
２ 補足説明など、適宜資料を添付してください。 
３ 他の補助金との併用はできません。 



様式第３号（第７条関係） 
 

収 支 計 画 書 
 
 

【収入】  （単位：円）   

補助金    

自己資金    

借入金    

その他 
（         ） 

   

計    

    

【支出】  （ 経 費 配 分 ）  （単位：円） 

経費区分 
補助事業に

要する経費 
補助対象 
経費 

負担区分 

積算内訳 
補助金 自己資金他 

      

      

      

      

         

        

        

        

        

計        

備考 
１ 「補助金」とは、亀山市新型コロナウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金

をいいます。 
２ 補助金の額は、千円未満の端数を切り捨てて記入してください。 



様式第４号（第７条関係） 
 

売上高等が１５％以上減少していることの確認書（依頼） 
 

  年  月  日 
（商工団体）  

                 様 
 

申請者 住所 
（依頼者）名称 

代表者職氏名           印  
 
 私は、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、下記のとおり売上高等が減少していること

から、亀山市新型コロナウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金を申請するため、当該売

上高等の減少について確認をお願いします。 
 

記 
 
１ 最近１月間の売上高等実績（ 年 月 日～ 年 月 日）（Ａ） 

      円（実績） 
  前年同期の売上高等実績 （ 年 月 日～ 年 月 日）（Ｂ） 

       円（実績） 
  減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ） 

     ％（実績） 
   
２ １の期間及び１の期間後２月間の売上高等の見込み（ 年 月 日～ 年 月 日）（Ｃ）  

     円（見込み） 
  前年同期の売上高等の実績 （ 年 月 日～ 年 月 日）（Ｄ）  

     円（実績） 
  減少率（（Ｄ－Ｃ）／Ｄ） 

     ％（実績見込み） 
３ 売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由 
 
 
４ 売上高等の根拠となる資料              別添資料のとおり 
 

 

売上高等が１５％以上減少していることの確認書（回答） 
 

年  月  日            
 

上記のとおり、相違ないことを確認しました。   
 

確認者 住  所                
名  称                 
職  名                       

（事務局長、中小企業相談所長等）                印 



様式第５号（第８条関係） 
 第    号 

   年  月  日 
 
          様 
 

 
                           亀山市長 
 

 
亀山市新型コロナウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金交付決定 
通知書 

 
   年   月   日付けで交付申請のあった亀山市新型コロナウイルス感染症対

策経営向上サポート事業補助金の交付については、下記のとおり決定したので、亀山市新

型コロナウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金交付要綱第８条の規定により通

知します。 
 

 
記 

 
１ 申請者住所（所在地） 
 

 
２ 氏名又は名称及び代表者の職氏名 
 

 
３ 補助金の額  金        円 
 

 

 



様式第６号（第１０条関係） 
 

亀山市新型コロナウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金変更申請書 
 
 

  年  月  日 
 
 亀山市長 様 
 

住 所 
名 称 
代表者職氏名           印 

 
 
     年  月  日付け第  －  号で交付決定のありました亀山市新型コロナ

ウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金の交付に係る事業（補助事業）について、

内容等を変更し、これに併せて補助金の額を変更したいので、亀山市新型コロナウイルス

感染症対策経営向上サポート事業補助金交付要綱第１０条の規定により、次のとおり申請

します。 
 

１ 補助事業のテーマ 
 
 

２ 変更を申請する補助金の額   

金       円（変更前 金       円） 

 

３ 変更理由 

 

 

４ 関係書類 

（１）事業変更計画書（様式第７号） 

（２）収支変更計画書（様式第８号） 

（３）その他市長が必要とする書類 

 

５ 連絡先   

所属名称  

担当者職氏名  

電話番号  ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

 
 
 
 
 
 
 



様式第７号（第１０条関係） 
 

事 業 変 更 計 画 書 
 

事業実施主体  

補助事業のテーマ  

現状の課題 
（新型コロナウイルス

感染症による影響を

含め記載） 

 

事業内容 
（取り組む内容を具体

的に記載） 

 

 

生産性の向上、高付加価

値化の観点から期待さ

れる効果と事業目標 

 

 

補助事業の実施期間 

開始予定日 交付決定日 
        ～完了予定日     年  月  日 

開始予定日 交付決定日 
        ～完了予定日     年  月  日 

実施スケジュール 

 

 

備考 
１ 記入欄は、適宜拡張してください。 
２ 補足説明など、適宜資料を添付してください。 
３ 上段に変更前の、下段に変更後の内容を記入してください。



様式第８号（第１０条関係） 
 

収 支 変 更 計 画 書 
 

【収入】  （単位：円）   

補助金 
 

  
 

自己資金 
 

  
 

借入金 
 

  
 

その他 
（         ） 

 
  

 

計 
 

  
 

    

【支出】  （ 経 費 配 分 ）  （単位：円） 

経費区分 
補助事業に

要する経費 
補助対象 
経費 

負担区分 
積算内訳 

補助金 自己資金他 

 
 

     

      

      

      

         

        

        

        

計 
       

     

備考 
１ 「補助金」とは、亀山市新型コロナウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金

をいいます。 
２ 補助金の額は、千円未満の端数を切り捨てて記入してください。 
３ 上段に変更前の、下段に変更後の内容を記入してください。 



様式第９号（第１０条関係） 
第    号 

   年  月  日 
 
          様 
 
 
                              亀山市長 
 
 

亀山市新型コロナウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金変更承認 
通知書 

 
   年   月   日付けで申請のあった亀山市新型コロナウイルス感染症対

策経営向上サポート事業補助金の変更については、下記のとおり承認したので、亀山市新

型コロナウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金交付要綱第１０条第４項の規定

により通知します。 
 
 

記 
 
１ 申請者住所（所在地） 
 
 
２ 氏名又は名称及び代表者の氏名 
 
 
３ 変更を承認した補助金の額 
   金       円（変更前 金       円） 
 
 
４ 変更内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第１０号（第１１条関係） 
 

亀山市新型コロナウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金交付事業 
中止（廃止）申出書 

 
 

  年  月  日 
 
亀山市長 様 

 
住 所 
名 称 
代表者職氏名           印 

 
 
     年  月  日付け    第  －  号で交付決定のありました亀山市新

型コロナウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金の交付に係る事業（補助事業）

を中止（廃止）したいので、次のとおり申し出ます。 
 

 
 
１ 中止（廃止）の理由 
 
 
 
 
２ 添付資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第１１号（第１２号関係） 
 

亀山市新型コロナウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金交付事業 
遅延等報告書 

 
  年  月  日 

 
 
亀山市長 様 

 
住 所 
名 称 
代表者職氏名           印 

 
 
     年  月  日付け    第  －  号で交付決定のありました亀山市新

型コロナウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金の交付に係る事業（補助事業）

の遅延等について、次のとおり報告します。 
 

 
 
１ 補助事業の進捗状況 
 
 
 
 
２ 補助事業に要した経費 
   金       円 
 
 
 
３ 遅延等の内容 
 
 
 
 
４ 遅延等の理由 
 
 
 
 
５ 遅延等に対する措置 
 
 
 
 
６ 補助事業の遂行及び完了の見込み 
 
 
 



様式第１２号（第１３条関係） 
 

亀山市新型コロナウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金実績報告書 
 

  年  月  日 
 
亀山市長 様 
 

住 所 
名 称 
代表者職氏名           印 

 
 
 
  年  月  日付け第  －  号で交付決定のありました亀山市新型コロナウイル

ス感染症対策経営向上サポート事業補助金について、亀山市新型コロナウイルス感染症対

策経営向上サポート事業補助金交付要綱第１３条の規定により、次のとおり実績を報告し

ます。 
 
１ 補助事業のテーマ 
   
  
２ 補助金交付決定額   金       円 
 
 

３ 関係書類 

（１）事業実績書（様式第１３号） 

（２）収支精算書（様式第１４号） 

（３）取得財産等管理台帳（様式第１５号）（該当がある場合のみ） 

（４）その他市長が必要とする書類 

 
 
４ 連絡先   

所属名称  

担当者職氏名  

電話番号  ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

 
 



様式第１３号（第１３条関係） 
 

事 業 実 績 書 
 
１ 補助事業の取組内容及び結果 
 
 
 
 
 
２ 補助事業の成果及び事業目標の達成度 
 
 
 
 
 
３ 補助事業の実施経過 
 

実施年月日 具体的な実施内容 

  

 備考 事業計画書の実施スケジュールに記載した内容等に沿って記入してください。 
 
 
４ 今後の展開等の方針 
 
 
 
 
５ その他特記事項 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第１４号（第１３条関係） 
 

収 支 精 算 書 
 

【収入】  （単位：円）   

補助金 
 

  
 

自己資金 
 

  
 

借入金 
 

  
 

その他 
（         ） 

 
  

 

計 
 

  
 

    

【支出】  （ 経 費 配 分 ）  （単位：円） 

経費区分 
補助事業に

要する経費 
補助対象 
経費 

負担区分 
積算内訳 

補助金 自己資金他 

 
 

     

      

      

      

         

        

        

        

計 
       

     

備考 
１ 「補助金」とは、亀山市新型コロナウイルス感染症対策経営向上サポート事業補助金

をいいます。 
２ 補助金の額は、千円未満の端数を切り捨てて記入してください。 
３ 上段に交付決定時の内容を、下段に実績を記入してください。 



様式第１５号（第１３条関係） 
 

取得財産等管理台帳 
 

（単位：円） 
区分 

 
財産名 

規格 数量 単価 金額 
取得 
年月日 

保管場所 備考 

        

備考 
１ この台帳記載の対象となる取得財産等は、減価償却資産とします。 
２ 数量は、同一規格であれば、一括して記載して差し支えありませんが、単価が異なる

場合は区分して記載してください。 


